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相談件数：約２１００件 

登録人数：   ４６５人 
※2015年11月23日現在 

シンポジウム 「子宮頸がんワクチン」問題を考える 

 

    全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会 
  ２０１３年3月25日設立 



被害者映像 
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＜日野市統計データ拡大版＞１８万人中 

＜全国人口動態統計データ拡大版＞ 全国死亡者数 
２５１９名 

 
●2013年の死亡数が多い部位は順に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター 
 

  1位 2位 3位 4位 5位 

男性 肺 胃 大腸 肝臓 膵臓 

女性 大腸 肺 胃 膵臓 乳房 

男女計 肺 胃 大腸 膵臓 肝臓 

２０１０年版 

（２００９年） 



ワクチン効果確定期間の 

死亡者は０人 

若年層に、全国でもほとんど死亡者がいません 
１％もないのが現状です！ 

厚生労働省が２００９年に実施した人口動態統計より数値を引用 
年代別子宮頸がんによる死亡者数を図表化 

24人/2519人 

厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課 
『平成２１年人口動態統計』下巻 参照 
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＜年齢＞ 

＜年＞ 

２００９年、 
死亡率は 

半分以下と
なっている 

調査年 昭和25年 昭和35年 昭和45年 昭和55年 平成2年 平成12年 平成21年

死亡率 19.7 14.9 12.1 9.2 7.4 8.1 8.6
S25年比 100% 76% 61% 47% 38% 41% 44%

厚生労働省が例年実施している人口動態統計より数値を引用 
子宮がんによる死亡者数を年代別に図表化 

厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課 
各年度の『人口動態統計』 参照 

２００９年 ２０００年 １９９０年 １９８０年 １９７０年 １９６０年 １９５０年 

１９５０年 １９６０年 １９７０年 １９８０年 １９９０年 ２０００年 ２００９年 



・政府のリスク説明は十分なのか？ 
厚生労働省発行 
リーフレット「子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆さまへ（平成25年6月版）」  

２０１３年６月 
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子宮頸がん予防ワクチンは新しいワクチンのため、
「子宮頸がんそのものを予防する効果はまだ証明さ

れていません。」 

・政府のリスク説明は十分なのか？ 
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未回復と不明者 重篤症例一覧 
（2014年9月1日から12月31日までの報告分） 



重篤症例一覧 
（2014年9月1日から12月31日までの報告分） 

自殺企図、腹痛（激痛）、ギラン・バレー症候群、会話障害 

脳症、歩行障害、倦怠感、筋力低下、単麻痺、運動障害 

全身エリテマトーデス、全頭脱毛症 

心停止視力障害、視力低下、若年性関節炎 

不正出血、不正子宮出血、てんかん 





設立順 支部名 設立日
1 群馬 2013年10月25日
2 神奈川 2013年11月11日
3 埼玉 2014年6月1日
4 千葉 2014年10月3日
5 大阪 2014年10月18日
6 愛知 2014年10月19日
7 茨城 2014年11月15日
8 福岡 2015年1月31日
9 北海道 2015年6月29日
10 岐阜 2015年8月18日
11 鹿児島 2015年9月14日
12 山梨 2015年10月18日
13 静岡 2015年10月31日

長野
沖縄





Q: ２０１３年３月に「全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会」が発足してから２年半が経ちました。 

 
池田: この間、被害者は増え続けて、相談や会員登録のペースも上がっています。これまで相談件数は２０００件を超え、登録者数は４６
０人以上になりました。被害者は47都道府県にいて、そのうち13都道府県では正式に支部が発足しています。まだ正式に支部が発足して
いないものの、組織として機能しているところを合わせると、17都道府県になります。わずか２年半でこれだけ規模が大きくなりその勢いが
止まらないことは、大変残念ですが、ＨＰＶワクチンの被害の大きさを物語っていると思います。 
 
 

Q: この２年半の国の対応はどう評価していますか。 

 
池田: ＨＰＶワクチンの被害は世界中で報告されています。しかし、どこの国でも「ＷＨＯのお墨付きがあるから」という理由で、被害者の声
に耳を傾けてくれることはほとんどないようです。 

 しかし日本は、時間はかかりましたが国が被害者の声に耳を傾け、ＨＰＶワクチンの積極的な接種勧奨を一時的に中止し、実態調査に
着手しています。今年の夏には、私たちの提案で厚労省の担当者の方々に数多くの被害家族の実態を見てもらいました。被害者本人や
家族の苦しみを知ってほしかったからです。このような取り組みが大きな牽引力となって、厚労省と文科省の協力を得て、47都道府県の保
健衛生部局と教育部局に相談窓口を設置し、11月２日には地方自治体向けの説明会を実施しています。厚労省の健康課長は「８～９月

に手分けして全国を回り、直接被害者の高校生や保護者らの話を聞いた。訴えをきちんと聞くことの大切さや窓口設置の必要性を痛感し
た」とその冒頭で挨拶しています。またＰＭＤＡ(医薬品医療機器総合機構)は、定期接種と任意接種の補償格差を是正して定期接種並み
のものとし、ストップしていた救済申請を加速させるなど、被害者の救済に着手しはじめました。 

 全ての対応が満足できるとはいえませんが、被害の実態に心を寄せるという姿勢は見られます。数多くの薬害問題を経て、危機管理が
働き始めた証左ではないかと思います。 

 とはいえ、接種後長い時間を経て待ったなしというご家族が多いのも事実です。「死に物狂いで学校に通っているが、娘はあと数日で退
学になってしまいますとか、治療費にお金が掛かりすぎてもう生活保護を申請するしか手段がありません」といった連絡が入ることも少なく
ありません。 

 
Q:  マスコミや製薬会社の対応はいかがでしょうか。 

 
池田: HPVVが登場したときのマスコミの状況は推進一本槍という印象でしたが、現在は副反応などのリスクを伝える役割も果たしていると
思います。 

 一方、製薬会社であるグラクソ・スミスクライン社とメルク社は被害者の訴えに全く耳を貸そうとはしていません。自動車会社はトラブルが
発覚したらリコールを実施して、社長が公聴会に召喚されて涙ながらに謝罪するではありませんか。薬が売れさえすれば、あとはどうなろ
うが関係ないというような態度は、あまりにも無責任かつ傲慢です。被害者の方々は憤りを感じています。これまでにグラクソとメルクには
要望書を提出ましたが、被害者が納得するような回答は皆無です。大変残念です。 

 


